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都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
及
び
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
及
び
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
）

（
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
）

第
一
条

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三

第
一
条

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三

項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

地

域

名

称

地

域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

新
宿
駅
周

東
京
都
新
宿
区
の
区
域
の
う
ち
、
新
宿
三
丁
目
、
四
丁
目
、
五
丁

新
宿
駅
周

東
京
都
新
宿
区
の
区
域
の
う
ち
、
新
宿
三
丁
目
、
四
丁
目
、
五
丁

辺
地
域

目
（
都
道
芝
新
宿
王
子
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
六
丁
目

辺
地
域

目
（
都
道
芝
新
宿
王
子
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
六
丁
目

（
特
別
区
道
三
十
一
―
三
百
十
及
び
特
別
区
道
三
十
一
―
三
百
十

（
特
別
区
道
三
十
一
―
三
百
十
及
び
特
別
区
道
三
十
一
―
三
百
十

一
以
西
の
区
域
に
限
る
。
）
、
歌
舞
伎
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、

一
以
西
の
区
域
に
限
る
。
）
、
歌
舞
伎
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、

内
藤
町
（
東
京
都
市
計
画
道
路
幹
線
街
路
環
状
第
五
の
一
号
線
の

内
藤
町
（
東
京
都
市
計
画
道
路
幹
線
街
路
環
状
第
五
の
一
号
線
の

東
側
端
線
に
相
当
す
る
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。
）
、
西
新
宿
一

東
側
端
線
に
相
当
す
る
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。
）
、
西
新
宿
一

丁
目
、
二
丁
目
、
三
丁
目
（
二
十
番
を
除
く
。
）
、
五
丁
目
（
一

丁
目
、
二
丁
目
、
三
丁
目
（
二
十
番
を
除
く
。
）
、
五
丁
目
（
一

番
か
ら
五
番
ま
で
及
び
十
三
番
に
限
る
。
）
及
び
六
丁
目
か
ら
八

番
か
ら
五
番
ま
で
及
び
十
三
番
に
限
る
。
）
及
び
六
丁
目
か
ら
八

丁
目
ま
で
並
び
に
北
新
宿
一
丁
目
（
都
道
新
宿
両
国
線
及
び
都
道

丁
目
ま
で
並
び
に
北
新
宿
一
丁
目
（
東
京
都
市
計
画
道
路
幹
線
街

東
京
所
沢
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
二
丁
目
（
一
番
及
び

路
放
射
第
六
号
線
の
北
側
端
線
に
相
当
す
る
線
以
南
の
区
域
に
限

十
九
番
か
ら
二
十
二
番
ま
で
に
限
る
。
）
の
区
域
並
び
に
こ
れ
ら

る
。
）
及
び
二
丁
目
（
一
番
及
び
十
九
番
か
ら
二
十
二
番
ま
で
に

の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

限
る
。
）
の
区
域
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区

東
京
都
渋
谷
区
の
区
域
の
う
ち
、
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
と
代
々
木
二

域

丁
目
と
の
境
界
線
と
新
宿
区
と
渋
谷
区
と
の
区
界
線
と
の
交
会
点
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を
起
点
と
し
、
順
次
同
区
界
線
、
都
道
四
谷
角
筈
線
の
西
側
端
線

、
北
緯
三
五
度
四
一
分
一
六
秒
・
三
一
東
経
一
三
九
度
四
一
分
五

六
秒
・
九
二
の
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
四
一
分
一
六
秒
・
六
五
東

経
一
三
九
度
四
一
分
五
八
秒
・
五
四
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら

北
緯
三
五
度
四
一
分
一
五
秒
・
二
〇
東
経
一
三
九
度
四
一
分
五
八

秒
・
八
九
の
地
点
ま
で
及
び
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
四
一
分
一

五
秒
・
五
八
東
経
一
三
九
度
四
二
分
○
秒
・
六
七
の
地
点
ま
で
そ

れ
ぞ
れ
引
い
た
線
並
び
に
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
と
代
々
木
二
丁
目
と

の
境
界
線
を
経
て
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

横
浜
山
内

横
浜
市
神
奈
川
区
の
区
域
の
う
ち
、
北
緯
三
五
度
二
八
分
二
〇
秒

横
浜
山
内

横
浜
市
神
奈
川
区
の
区
域
の
う
ち
、
星
野
町
（
六
番
、
六
番
一
、

ふ
頭
地
域

・
二
一
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
六
秒
・
七
六
の
地
点
を
起
点
と

ふ
頭
地
域

七
番
、
七
番
一
及
び
七
番
二
に
限
る
。
）
、
橋
本
町
二
丁
目
（
一

し
、
順
次
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
一
九
秒
・
六
三
東
経

番
一
及
び
一
番
十
七
か
ら
一
番
二
十
一
ま
で
に
限
る
。
）
及
び
山

一
三
九
度
三
八
分
一
五
秒
・
九
四
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北

内
町
（
一
番
五
に
限
る
。
）
の
区
域
（
北
緯
三
五
度
二
八
分
一
九

緯
三
五
度
二
八
分
一
九
秒
・
一
四
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
五
秒

秒
・
二
二
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
八
秒
・
三
二
の
地
点
か
ら
北

・
三
七
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
一
八
秒

緯
三
五
度
二
八
分
一
六
秒
・
六
〇
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
九
秒

・
九
〇
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
五
秒
・
二
〇
の
地
点
ま
で
、
同

・
六
四
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
一
六
秒

地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
一
八
秒
・
六
二
東
経
一
三
九
度
三

・
三
一
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
九
秒
・
二
五
の
地
点
ま
で
、
同

八
分
一
五
秒
・
一
〇
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二

地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
九
秒
・
一
四
東
経
一
三
九
度
三
八

八
分
一
八
秒
・
二
四
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
四
秒
・
九
〇
の
地

分
二
二
秒
・
八
五
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八

点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
一
七
秒
・
九
四
東
経

分
八
秒
・
五
七
東
経
一
三
九
度
三
八
分
二
三
秒
・
〇
八
の
地
点
ま

一
三
九
度
三
八
分
一
四
秒
・
七
七
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北

で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
八
秒
・
四
三
東
経
一
三
九

緯
三
五
度
二
八
分
一
六
秒
・
五
七
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
五
秒

度
三
八
分
二
三
秒
・
一
四
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五

・
三
八
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
一
五
秒

度
二
八
分
八
秒
・
〇
一
東
経
一
三
九
度
三
八
分
二
三
秒
・
二
五
の

・
四
四
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
二
秒
・
九
三
の
地
点
ま
で
、
同

地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
七
秒
・
四
四
東
経
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地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
一
五
秒
・
五
九
東
経
一
三
九
度
三

一
三
九
度
三
八
分
二
三
秒
・
三
五
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北

八
分
一
二
秒
・
六
三
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二

緯
三
五
度
二
八
分
六
秒
・
八
六
東
経
一
三
九
度
三
八
分
二
三
秒
・

八
分
一
五
秒
・
一
八
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
二
秒
・
三
七
の
地

三
八
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
六
秒
・
二

点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
七
秒
・
一
六
東
経
一

九
東
経
一
三
九
度
三
八
分
二
三
秒
・
三
四
の
地
点
ま
で
及
び
同
地

三
九
度
三
八
分
一
六
秒
・
四
〇
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯

点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
六
秒
・
〇
六
東
経
一
三
九
度
三
八
分

三
五
度
二
八
分
六
秒
・
九
七
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
六
秒
・
九

二
三
秒
・
三
一
の
地
点
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
引
い
た
線
以
西
の
区
域
に

四
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
六
秒
・
六
七

限
る
。
）

東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
七
秒
・
二
一
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か

ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
七
秒
・
二
五
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
八

秒
・
三
六
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
三
秒

・
六
三
東
経
一
三
九
度
三
八
分
二
〇
秒
・
一
五
の
地
点
ま
で
及
び

同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
四
秒
・
四
〇
東
経
一
三
九
度
三

八
分
二
二
秒
・
四
四
の
地
点
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
引
い
た
線
、
海
岸
線

並
び
に
北
緯
三
五
度
二
八
分
五
秒
・
八
八
東
経
一
三
九
度
三
八
分

二
二
秒
・
五
六
の
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
六
秒
・
〇
六
東

経
一
三
九
度
三
八
分
二
三
秒
・
三
一
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら

北
緯
三
五
度
二
八
分
六
秒
・
二
九
東
経
一
三
九
度
三
八
分
二
三
秒

・
三
四
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
六
秒
・

八
六
東
経
一
三
九
度
三
八
分
二
三
秒
・
三
八
の
地
点
ま
で
、
同
地

点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
七
秒
・
四
四
東
経
一
三
九
度
三
八
分

二
三
秒
・
三
五
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分

八
秒
・
〇
一
東
経
一
三
九
度
三
八
分
二
三
秒
・
二
五
の
地
点
ま
で

、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
八
秒
・
四
三
東
経
一
三
九
度

三
八
分
二
三
秒
・
一
四
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度

二
八
分
八
秒
・
五
七
東
経
一
三
九
度
三
八
分
二
三
秒
・
〇
八
の
地
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点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
九
秒
・
一
四
東
経
一

三
九
度
三
八
分
二
二
秒
・
八
五
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯

三
五
度
二
八
分
一
六
秒
・
三
一
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
九
秒
・

二
五
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
一
六
秒
・

六
〇
東
経
一
三
九
度
三
八
分
一
九
秒
・
六
四
の
地
点
ま
で
、
同
地

点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
八
分
一
九
秒
・
二
二
東
経
一
三
九
度
三
八

分
一
八
秒
・
三
二
の
地
点
ま
で
及
び
同
地
点
か
ら
起
点
ま
で
そ
れ

ぞ
れ
引
い
た
線
を
経
て
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

横
浜
都
心

横
浜
市
神
奈
川
区
の
区
域
の
う
ち
、
鶴
屋
町
（
市
道
青
木
浅
間
線

横
浜
都
心

横
浜
市
神
奈
川
区
の
区
域
の
う
ち
、
鶴
屋
町
（
市
道
青
木
浅
間
線

・
臨
海
地

以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
金
港
町
（
一
般
国
道
一
号
線
以
西

・
臨
海
地

以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
金
港
町
（
一
般
国
道
一
号
線
以
西

域

の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域

域

の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域

横
浜
市
西
区
の
区
域
の
う
ち
、
北
幸
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
楠
町

横
浜
市
西
区
の
区
域
の
う
ち
、
北
幸
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
楠
町

（
市
道
青
木
浅
間
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。
）
、
浅
間
町
（
市
道

（
市
道
青
木
浅
間
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。
）
、
浅
間
町
（
市
道

青
木
浅
間
線
以
東
で
県
道
横
浜
生
田
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）
、

青
木
浅
間
線
以
東
で
県
道
横
浜
生
田
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）
、

南
幸
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
高
島
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
平
沼
一

南
幸
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
高
島
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
平
沼
一

丁
目
（
県
道
横
浜
生
田
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）
並
び
に
み
な
と

丁
目
（
県
道
横
浜
生
田
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）
並
び
に
み
な
と

み
ら
い
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
の
区
域
、
桜
木
町
四
丁
目
か
ら

み
ら
い
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
の
区
域
、
桜
木
町
四
丁
目
か
ら

七
丁
目
ま
で
の
区
域
（
一
般
国
道
十
六
号
線
以
東
の
区
域
に
限
る

七
丁
目
ま
で
の
区
域
（
一
般
国
道
十
六
号
線
以
東
の
区
域
に
限
る

。
）
、
市
道
栄
本
町
線
（
み
な
と
み
ら
い
大
橋
の
区
域
に
限
る
。

。
）
、
市
道
栄
本
町
線
（
み
な
と
み
ら
い
大
橋
の
区
域
に
限
る
。

）
の
区
域
、
横
浜
国
際
港
都
建
設
計
画
道
路
三
・
一
・
七
号
栄
本

）
の
区
域
並
び
に
横
浜
国
際
港
都
建
設
計
画
道
路
三
・
一
・
七
号

町
線
支
線
一
号
線
の
区
域
に
相
当
す
る
区
域
及
び
同
都
市
計
画
道

栄
本
町
線
支
線
一
号
線
の
区
域
に
相
当
す
る
区
域
及
び
同
都
市
計

路
の
整
備
に
関
連
し
て
埋
立
て
を
実
施
す
る
横
浜
港
港
湾
計
画
に

画
道
路
の
整
備
に
関
連
し
て
埋
立
て
を
実
施
す
る
横
浜
港
港
湾
計

定
め
る
区
域
並
び
に
市
道
高
島
台
第
二
百
九
十
五
号
線
（
国
際
橋

画
に
定
め
る
区
域

の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域

横
浜
市
中
区
の
区
域
の
う
ち
、
内
田
町
の
区
域
、
桜
木
町
一
丁
目

横
浜
市
中
区
の
区
域
の
う
ち
、
内
田
町
の
区
域
、
桜
木
町
一
丁
目

か
ら
三
丁
目
ま
で
の
区
域
（
一
般
国
道
十
六
号
線
以
東
の
区
域
に
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か
ら
三
丁
目
ま
で
の
区
域
（
一
般
国
道
十
六
号
線
以
東
の
区
域
に

限
る
。
）
、
海
岸
通
五
丁
目
並
び
に
北
仲
通
五
丁
目
及
び
六
丁
目

限
る
。
）
、
海
岸
通
、
北
仲
通
、
本
町
、
元
浜
町
、
南
仲
通
、
弁

の
区
域
並
び
に
本
町
五
丁
目
及
び
六
丁
目
の
区
域
（
一
般
国
道
百

天
通
、
太
田
町
、
相
生
町
、
住
吉
町
、
常
盤
町
、
尾
上
町
、
真
砂

三
十
三
号
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）

町
、
港
町
、
羽
衣
町
（
一
般
国
道
十
六
号
線
以
南
の
区
域
に
限
る

。
）
、
蓬
莱
町
、
万
代
町
、
不
老
町
及
び
翁
町
の
区
域
、
扇
町
一

丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
の
区
域
（
市
道
山
下
高
砂
線
以
北
の
区
域

に
限
る
。
）
、
長
者
町
二
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
の
区
域
（
市
道

横
浜
駅
根
岸
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。
）
、
新
港
一
丁
目
及
び
二

丁
目
、
日
本
大
通
、
横
浜
公
園
及
び
山
下
町
の
区
域
、
山
手
町
及

び
元
町
の
区
域
（
市
道
山
下
町
第
八
十
四
号
線
以
北
の
区
域
に
限

る
。
）
並
び
に
市
道
高
島
台
第
二
百
九
十
五
号
線
（
国
際
橋
及
び

新
港
橋
の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

本
厚
木
駅

（
略
）

本
厚
木
駅

（
略
）

周
辺
地
域

周
辺
地
域

福
井
駅
周

福
井
市
の
区
域
の
う
ち
、
大
手
二
丁
目
及
び
三
丁
目
、
中
央
一
丁

（
新
設
）

（
新
設
）

辺
地
域

目
、
日
之
出
一
丁
目
（
市
道
東
部
二
―
七
号
線
の
北
側
端
線
以
北

の
区
域
を
除
く
。
）
及
び
二
丁
目
（
一
番
、
二
番
、
八
番
、
九
番

、
十
二
番
及
び
十
三
番
に
限
る
。
）
並
び
に
手
寄
一
丁
目
（
一
番

か
ら
十
五
番
ま
で
及
び
二
十
番
に
限
る
。
）
の
区
域
並
び
に
こ
れ

ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

堺
東
駅
西

堺
市
堺
区
の
区
域
の
う
ち
、
北
花
田
口
町
一
丁
か
ら
三
丁
ま
で
、

堺
鳳
駅
南

堺
市
の
区
域
の
う
ち
、
鳳
東
町
一
丁
か
ら
五
丁
ま
で
、
鳳
南
町
一

地
域

南
花
田
口
町
一
丁
及
び
二
丁
、
北
瓦
町
一
丁
及
び
二
丁
、
中
瓦
町

地
域

丁
か
ら
四
丁
ま
で
及
び
上
（
府
道
大
阪
和
泉
泉
南
線
以
西
で
六
百

一
丁
及
び
二
丁
、
南
瓦
町
（
市
道
翁
橋
三
号
線
の
中
心
線
以
西
の

五
十
一
番
一
と
六
百
五
十
四
番
一
と
の
間
の
道
路
以
北
の
区
域
に
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区
域
を
除
く
。
）
並
び
に
三
国
ヶ
丘
御
幸
通
（
四
十
九
番
、
五
十

限
る
。
）
の
区
域

九
番
一
、
七
十
七
番
二
、
八
十
一
番
二
、
八
十
三
番
か
ら
八
十
五

番
ま
で
及
び
八
十
六
番
二
並
び
に
北
緯
三
四
度
五
七
分
三
一
秒
・

九
四
東
経
一
三
五
度
四
八
分
四
三
秒
・
〇
七
の
地
点
を
起
点
と
し

、
順
次
市
道
三
国
ヶ
丘
御
幸
通
南
三
国
ヶ
丘
一
号
線
の
中
心
線
並

び
に
南
瓦
町
、
新
町
、
一
条
通
、
五
月
町
、
榎
元
町
二
丁
及
び
榎

元
町
一
丁
と
三
国
ヶ
丘
御
幸
通
と
の
境
界
線
を
経
て
起
点
に
至
る

線
で
囲
ま
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
の
区
域

堺
臨
海
地

堺
市
堺
区
の
区
域
の
う
ち
、
北
緯
三
四
度
三
六
分
三
秒
・
三
六
東

堺
東
駅
西

堺
市
の
区
域
の
う
ち
、
北
花
田
口
町
一
丁
か
ら
三
丁
ま
で
、
南
花

域

経
一
三
五
度
二
六
分
五
九
秒
・
四
七
の
地
点
を
起
点
と
し
、
順
次

地
域

田
口
町
一
丁
及
び
二
丁
、
北
瓦
町
一
丁
及
び
二
丁
、
中
瓦
町
一
丁

同
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三
六
分
三
秒
・
八
三
東
経
一
三
五
度
二

及
び
二
丁
、
南
瓦
町
（
市
道
翁
橋
三
号
線
の
中
心
線
以
西
の
区
域

六
分
五
七
秒
・
八
八
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三

を
除
く
。
）
並
び
に
三
国
ヶ
丘
御
幸
通
（
四
十
九
番
、
五
十
九
番

六
分
三
秒
・
六
九
東
経
一
三
五
度
二
六
分
五
七
秒
・
八
二
の
地
点

一
、
七
十
七
番
二
、
八
十
一
番
二
、
八
十
三
番
か
ら
八
十
五
番
ま

ま
で
及
び
同
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三
六
分
六
秒
・
七
〇
東
経
一

で
及
び
八
十
六
番
二
並
び
に
市
道
三
国
ヶ
丘
御
幸
通
南
三
国
ヶ
丘

三
五
度
二
六
分
四
七
秒
・
六
五
の
地
点
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
引
い
た
線

一
号
線
の
中
心
線
以
南
の
区
域
を
除
く
。
）
の
区
域

、
海
岸
線
、
北
緯
三
四
度
三
五
分
五
七
秒
・
一
〇
東
経
一
三
五
度

二
六
分
一
九
秒
・
一
九
の
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三
五
分
二
三
秒

・
五
〇
東
経
一
三
五
度
二
六
分
四
秒
・
六
五
の
地
点
ま
で
引
い
た

線
、
海
岸
線
並
び
に
北
緯
三
四
度
三
五
分
二
五
秒
・
六
一
東
経
一

三
五
度
二
六
分
三
六
秒
・
一
〇
の
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三
五
分

二
六
秒
・
六
二
東
経
一
三
五
度
二
六
分
三
五
秒
・
五
七
の
地
点
ま

で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三
五
分
三
九
秒
・
四
〇
東
経
一
三

五
度
二
六
分
四
一
秒
・
一
〇
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三

四
度
三
五
分
三
七
秒
・
三
〇
東
経
一
三
五
度
二
六
分
四
八
秒
・
一

九
の
地
点
ま
で
及
び
同
地
点
か
ら
起
点
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
引
い
た
線
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を
経
て
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

堺
鳳
駅
南

堺
市
西
区
の
区
域
の
う
ち
、
鳳
東
町
一
丁
か
ら
五
丁
ま
で
、
鳳
南

堺
臨
海
地

堺
市
の
区
域
の
う
ち
、
築
港
八
幡
町
（
北
緯
三
四
度
三
六
分
六
秒

地
域

町
一
丁
か
ら
四
丁
ま
で
及
び
上
（
府
道
大
阪
和
泉
泉
南
線
の
東
側

域

・
七
〇
東
経
一
三
五
度
二
六
分
四
七
秒
・
六
五
の
地
点
か
ら
北
緯

端
線
と
鳳
南
町
五
丁
と
上
と
の
境
界
線
と
の
交
会
点
を
起
点
と
し

三
四
度
三
六
分
三
秒
・
六
九
東
経
一
三
五
度
二
六
分
五
七
秒
・
八

、
順
次
同
境
界
線
、
鳳
南
町
四
丁
及
び
鳳
南
町
三
丁
と
上
と
の
境

二
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三
六
分
三
秒
・
八
三

界
線
、
堺
市
と
高
石
市
と
の
境
界
線
、
六
百
五
十
一
番
一
と
六
百

東
経
一
三
五
度
二
六
分
五
七
秒
・
八
八
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か

五
十
四
番
一
と
の
間
の
道
路
の
南
側
端
線
並
び
に
府
道
大
阪
和
泉

ら
北
緯
三
四
度
三
六
分
三
秒
・
三
六
東
経
一
三
五
度
二
六
分
五
九

泉
南
線
の
東
側
端
線
を
経
て
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
に

秒
・
四
七
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三
五
分
三
七

限
る
。
）
の
区
域

秒
・
三
〇
東
経
一
三
五
度
二
六
分
四
八
秒
・
一
九
の
地
点
ま
で
、

同
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三
五
分
三
九
秒
・
四
〇
東
経
一
三
五
度

二
六
分
四
一
秒
・
一
〇
の
地
点
ま
で
、
同
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度

三
五
分
二
六
秒
・
六
二
東
経
一
三
五
度
二
六
分
三
五
秒
・
五
七
の

地
点
ま
で
及
び
同
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三
五
分
二
五
秒
・
六
一

東
経
一
三
五
度
二
六
分
三
六
秒
・
一
〇
の
地
点
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
引

い
た
線
以
西
で
北
緯
三
四
度
三
五
分
五
七
秒
・
一
〇
東
経
一
三
五

度
二
六
分
一
九
秒
・
一
九
の
地
点
か
ら
北
緯
三
四
度
三
五
分
二
三

秒
・
五
〇
東
経
一
三
五
度
二
六
分
四
秒
・
六
五
の
地
点
ま
で
引
い

た
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

守
口
大
日

守
口
市
の
区
域
の
う
ち
、
佐
太
中
町
一
丁
目
、
大
日
町
二
丁
目
か

守
口
大
日

守
口
市
の
区
域
の
う
ち
、
佐
太
中
町
一
丁
目
、
大
日
町
二
丁
目
か

地
域

ら
四
丁
目
ま
で
及
び
佐
太
東
町
一
丁
目
（
一
番
、
十
二
番
及
び
十

地
域

ら
四
丁
目
ま
で
、
佐
太
東
町
一
丁
目
（
一
番
、
十
二
番
及
び
十
三

三
番
に
限
る
。
）
の
区
域
並
び
に
大
日
東
町
及
び
梶
町
一
丁
目
の

番
に
限
る
。
）
、
大
日
東
町
及
び
梶
町
一
丁
目
の
区
域
（
市
道
梶

区
域
（
市
道
梶
一
号
線
の
南
側
端
線
、
市
道
梶
二
号
線
の
南
側
端

一
号
線
、
市
道
梶
二
号
線
及
び
市
道
大
庭
三
十
六
号
線
以
北
の
区

線
及
び
市
道
大
庭
三
十
六
号
線
の
南
側
端
線
以
南
の
区
域
を
除
く

域
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
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。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

岡
山
駅
周

（
略
）

岡
山
駅
周

（
略
）

辺
・
表
町

辺
・
表
町

地
域

地
域

広
島
紙
屋

広
島
市
中
区
及
び
南
区
の
区
域
の
う
ち
、
市
道
南
一
区
十
二
号
線

（
新
設
）

（
新
設
）

町
・
八
丁

と
猿
猴
川
と
の
交
会
点
を
起
点
と
し
、
順
次
同
河
川
、
市
道
南
一

堀
地
域

区
駅
前
吉
島
線
の
西
側
端
線
、
市
道
南
三
区
中
広
宇
品
線
、
市
道

南
三
区
三
号
線
、
市
道
南
三
区
七
号
線
、
市
道
中
一
区
百
五
号
線

、
市
道
中
一
区
九
十
一
号
線
、
市
道
中
一
区
百
八
号
線
、
市
道
中

一
区
九
十
八
号
線
、
市
道
中
一
区
中
広
宇
品
線
、
一
般
国
道
五
十

四
号
線
、
市
道
中
一
区
八
十
八
号
線
の
北
側
端
線
及
び
同
線
を
延

長
し
た
線
、
旧
太
田
川
、
一
般
国
道
百
八
十
三
号
線
、
市
道
中
一

区
二
百
十
五
号
線
、
市
道
中
一
区
二
百
七
十
三
号
線
、
市
道
中
一

区
二
百
七
十
四
号
線
、
一
般
国
道
五
十
四
号
線
、
市
道
中
一
区
二

百
五
十
六
号
線
、
市
道
中
一
区
御
幸
橋
三
篠
線
、
市
道
中
一
区
駅

前
吉
島
線
、
市
道
中
一
区
比
治
山
庚
午
線
、
市
道
中
一
区
百
三
十

九
号
線
、
市
道
中
一
区
百
六
十
六
号
線
、
市
道
中
一
区
百
四
十
四

号
線
、
市
道
中
一
区
百
五
十
九
号
線
、
市
道
中
一
区
百
四
十
二
号

線
、
市
道
中
一
区
百
五
十
三
号
線
、
市
道
中
一
区
百
四
十
三
号
線

、
市
道
中
一
区
百
四
十
七
号
線
、
市
道
中
一
区
百
三
十
四
号
線
、

市
道
中
一
区
百
四
十
六
号
線
、
市
道
南
三
区
十
四
号
線
、
市
道
南

三
区
二
十
五
号
線
、
市
道
南
三
区
二
十
七
号
線
、
県
道
広
島
海
田

線
、
市
道
南
三
区
九
号
線
並
び
に
市
道
南
一
区
十
二
号
線
を
経
て

起
点
に
至
る
線
（
河
川
又
は
市
道
南
一
区
駅
前
吉
島
線
及
び
市
道
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中
一
区
八
十
八
号
線
以
外
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
中
心
線
）

で
囲
ま
れ
た
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
ご
と
に
、
当
該

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
ご
と
に
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
に
お
け
る
行
政
区
画
、
都
市
計
画
に
定
め
る
区
域
若
し
く

各
号
に
定
め
る
日
に
お
け
る
行
政
区
画
、
都
市
計
画
に
定
め
る
区
域
若
し
く

は
施
行
区
域
そ
の
他
の
区
域
又
は
道
路
（
都
市
計
画
道
路
を
含
む
。
）
、
河

は
施
行
区
域
そ
の
他
の
区
域
又
は
道
路
（
都
市
計
画
道
路
を
含
む
。
）
、
河

川
、
鉄
道
そ
の
他
の
も
の
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

川
、
鉄
道
そ
の
他
の
も
の
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

一

秋
葉
原
・
神
田
地
域
、
大
崎
駅
周
辺
地
域
、
阿
倍
野
地
域
及
び
大
阪
コ

一

秋
葉
原
・
神
田
地
域
、
大
崎
駅
周
辺
地
域
、
阿
倍
野
地
域
、
大
阪
コ
ス

ス
モ
ス
ク
エ
ア
駅
周
辺
地
域

平
成
十
四
年
七
月
一
日

モ
ス
ク
エ
ア
駅
周
辺
地
域
、
堺
鳳
駅
南
地
域
、
堺
臨
海
地
域
及
び
守
口
大

二

仙
台
駅
西
・
一
番
町
地
域
、
千
葉
駅
周
辺
地
域
、
千
葉
み
な
と
駅
西
地

日
地
域

平
成
十
四
年
七
月
一
日

域
、
横
浜
上
大
岡
駅
西
地
域
、
浜
川
崎
駅
周
辺
地
域
、
京
都
南
部
油
小
路

二

仙
台
駅
西
・
一
番
町
地
域
、
千
葉
駅
周
辺
地
域
、
千
葉
み
な
と
駅
西
地

通
沿
道
地
域
及
び
神
戸
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
西
地
域

平
成
十
四
年
十
月

域
、
横
浜
山
内
ふ
頭
地
域
、
横
浜
上
大
岡
駅
西
地
域
、
浜
川
崎
駅
周
辺
地

三
日

域
、
京
都
南
部
油
小
路
通
沿
道
地
域
及
び
神
戸
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
西
地

三

（
略
）

域

平
成
十
四
年
十
月
三
日

四

川
口
駅
周
辺
地
域
、
本
厚
木
駅
周
辺
地
域
、
千
里
中
央
駅
周
辺
地
域
、

三

（
略
）

高
槻
駅
周
辺
地
域
、
寝
屋
川
萱
島
駅
東
地
域
及
び
福
山
駅
南
地
域

平
成

四

川
口
駅
周
辺
地
域
、
本
厚
木
駅
周
辺
地
域
、
堺
東
駅
西
地
域
、
千
里
中

十
六
年
四
月
十
二
日

央
駅
周
辺
地
域
、
高
槻
駅
周
辺
地
域
、
寝
屋
川
萱
島
駅
東
地
域
及
び
福
山

五
～
六

（
略
）

駅
南
地
域

平
成
十
六
年
四
月
十
二
日

七

品
川
駅
・
田
町
駅
周
辺
地
域
、
渋
谷
駅
周
辺
地
域
、
大
阪
駅
周
辺
・
中

五
～
六

（
略
）

之
島
・
御
堂
筋
周
辺
地
域
及
び
福
岡
都
心
地
域

平
成
二
十
三
年
十
一
月

七

品
川
駅
・
田
町
駅
周
辺
地
域
、
新
宿
駅
周
辺
地
域
、
渋
谷
駅
周
辺
地
域

十
日

、
横
浜
都
心
・
臨
海
地
域
、
大
阪
駅
周
辺
・
中
之
島
・
御
堂
筋
周
辺
地
域

八
～
十
一

（
略
）

及
び
福
岡
都
心
地
域

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

十
二

新
宿
駅
周
辺
地
域
、
横
浜
山
内
ふ
頭
地
域
、
横
浜
都
心
・
臨
海
地
域

八
～
十
一

（
略
）

、
福
井
駅
周
辺
地
域
、
堺
東
駅
西
地
域
、
堺
臨
海
地
域
、
堺
鳳
駅
南
地
域

、
守
口
大
日
地
域
及
び
広
島
紙
屋
町
・
八
丁
堀
地
域

平
成
三
十
年
六
月
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二
十
四
日

（
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
）

（
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
）

第
二
条

法
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
前
条
に
規
定
す
る
東
京
都
心

第
二
条

法
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
前
条
に
規
定
す
る
東
京
都
心

・
臨
海
地
域
、
品
川
駅
・
田
町
駅
周
辺
地
域
、
新
宿
駅
周
辺
地
域
、
渋
谷
駅
周
辺
地

・
臨
海
地
域
、
品
川
駅
・
田
町
駅
周
辺
地
域
、
新
宿
駅
周
辺
地
域
、
渋
谷
駅
周
辺
地

域
及
び
池
袋
駅
周
辺
地
域
並
び
に
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

域
及
び
池
袋
駅
周
辺
地
域
並
び
に
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

地

域

名

称

地

域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

横
浜
都
心

横
浜
市
神
奈
川
区
の
区
域
の
う
ち
、
鶴
屋
町
（
市
道
青
木
浅
間
線

横
浜
都
心

横
浜
市
神
奈
川
区
の
区
域
の
う
ち
、
鶴
屋
町
（
市
道
青
木
浅
間
線

・
臨
海
地

以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
金
港
町
（
一
般
国
道
一
号
線
以
西

・
臨
海
地

以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
及
び
金
港
町
（
一
般
国
道
一
号
線
以
西

域

の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域

域

の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域

横
浜
市
西
区
の
区
域
の
う
ち
、
北
幸
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
楠
町

横
浜
市
西
区
の
区
域
の
う
ち
、
北
幸
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
楠
町

（
市
道
青
木
浅
間
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。
）
、
浅
間
町
（
市
道

（
市
道
青
木
浅
間
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。
）
、
浅
間
町
（
市
道

青
木
浅
間
線
以
東
で
県
道
横
浜
生
田
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）
、

青
木
浅
間
線
以
東
で
県
道
横
浜
生
田
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）
、

南
幸
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
高
島
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
平
沼
一

南
幸
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
高
島
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
平
沼
一

丁
目
（
県
道
横
浜
生
田
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）
並
び
に
み
な
と

丁
目
（
県
道
横
浜
生
田
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）
並
び
に
み
な
と

み
ら
い
一
丁
目
（
一
番
、
二
番
、
五
番
か
ら
七
番
ま
で
、
十
番
二

み
ら
い
一
丁
目
（
一
番
、
二
番
、
五
番
か
ら
七
番
ま
で
、
十
番
二

、
十
一
番
一
、
十
三
番
一
及
び
十
五
番
を
除
く
。
）
、
二
丁
目
（

、
十
一
番
一
、
十
三
番
一
及
び
十
五
番
を
除
く
。
）
、
二
丁
目
（

一
番
、
二
番
及
び
七
番
十
を
除
く
。
）
及
び
三
丁
目
か
ら
六
丁
目

一
番
、
二
番
及
び
七
番
十
を
除
く
。
）
及
び
三
丁
目
か
ら
六
丁
目

ま
で
の
区
域
、
桜
木
町
四
丁
目
か
ら
七
丁
目
ま
で
の
区
域
（
一
般

ま
で
の
区
域
、
桜
木
町
四
丁
目
か
ら
七
丁
目
ま
で
の
区
域
（
一
般

国
道
十
六
号
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。
）
、
市
道
栄
本
町
線
（
み

国
道
十
六
号
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。
）
、
市
道
栄
本
町
線
（
み

な
と
み
ら
い
大
橋
の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域
並
び
に
横
浜
国
際

な
と
み
ら
い
大
橋
の
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域
並
び
に
横
浜
国
際

港
都
建
設
計
画
道
路
三
・
一
・
七
号
栄
本
町
線
支
線
一
号
線
の
区

港
都
建
設
計
画
道
路
三
・
一
・
七
号
栄
本
町
線
支
線
一
号
線
の
区

域
に
相
当
す
る
区
域
及
び
同
都
市
計
画
道
路
の
整
備
に
関
連
し
て

域
に
相
当
す
る
区
域
及
び
同
都
市
計
画
道
路
の
整
備
に
関
連
し
て

埋
立
て
を
実
施
す
る
横
浜
港
港
湾
計
画
に
定
め
る
区
域

埋
立
て
を
実
施
す
る
横
浜
港
港
湾
計
画
に
定
め
る
区
域



- 11 -

横
浜
市
中
区
の
区
域
の
う
ち
、
内
田
町
の
区
域
、
桜
木
町
一
丁
目

横
浜
市
中
区
の
区
域
の
う
ち
、
内
田
町
の
区
域
、
桜
木
町
一
丁
目

か
ら
三
丁
目
ま
で
の
区
域
（
一
般
国
道
十
六
号
線
以
東
の
区
域
に

か
ら
三
丁
目
ま
で
の
区
域
（
一
般
国
道
十
六
号
線
以
東
の
区
域
に

限
る
。
）
、
海
岸
通
五
丁
目
並
び
に
北
仲
通
五
丁
目
及
び
六
丁
目

限
る
。
）
、
海
岸
通
五
丁
目
並
び
に
北
仲
通
五
丁
目
及
び
六
丁
目

の
区
域
並
び
に
本
町
五
丁
目
及
び
六
丁
目
の
区
域
（
一
般
国
道
百

の
区
域
並
び
に
本
町
五
丁
目
及
び
六
丁
目
の
区
域
（
一
般
国
道
百

三
十
三
号
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）

三
十
三
号
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）

横
浜
市
中
区
の
区
域
の
う
ち
、
常
盤
町
一
丁
目
（
市
道
新
港
第
六

十
三
号
線
及
び
市
道
山
下
町
第
十
五
号
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。

）
、
尾
上
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
真
砂
町
一
丁
目
か
ら
三

丁
目
ま
で
、
港
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
羽
衣
町
（
一
般
国

道
十
六
号
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。
）
、
蓬
莱
町
、
万
代
町
、
不

老
町
及
び
翁
町
の
区
域
、
扇
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
の
区
域

（
市
道
山
下
高
砂
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。
）
、
長
者
町
二
丁
目

か
ら
五
丁
目
ま
で
の
区
域
（
市
道
横
浜
駅
根
岸
線
以
東
の
区
域
に

限
る
。
）
並
び
に
横
浜
公
園
の
区
域

横
浜
市
中
区
の
区
域
の
う
ち
、
北
緯
三
五
度
二
六
分
四
二
秒
・
四

四
東
経
一
三
九
度
三
九
分
六
秒
・
六
七
の
地
点
を
起
点
と
し
、
順

次
同
地
点
か
ら
北
緯
三
五
度
二
六
分
三
九
秒
・
四
一
東
経
一
三
九

度
三
九
分
四
秒
・
三
〇
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
市
道
山
下
本
牧

磯
子
線
の
中
心
線
、
市
道
山
下
町
第
三
十
八
号
線
の
西
側
端
線
、

市
道
山
下
町
第
八
十
一
号
線
の
西
側
端
線
、
市
道
山
下
町
第
八
十

二
号
線
の
西
側
端
線
、
市
道
新
港
第
七
十
九
号
線
の
南
側
端
線
、

市
道
山
下
町
第
八
十
四
号
線
の
西
側
及
び
南
側
端
線
、
新
山
下
一

丁
目
と
山
手
町
及
び
山
下
町
と
の
境
界
線
並
び
に
海
岸
線
を
経
て

起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
ご
と
に
、
当
該

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
ご
と
に
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
に
お
け
る
行
政
区
画
、
都
市
計
画
に
定
め
る
区
域
若
し
く

各
号
に
定
め
る
日
に
お
け
る
行
政
区
画
、
都
市
計
画
に
定
め
る
区
域
若
し
く

は
施
行
区
域
そ
の
他
の
区
域
又
は
道
路
（
都
市
計
画
道
路
を
含
む
。
）
、
河

は
施
行
区
域
そ
の
他
の
区
域
又
は
道
路
（
都
市
計
画
道
路
を
含
む
。
）
、
河

川
、
鉄
道
そ
の
他
の
も
の
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

川
、
鉄
道
そ
の
他
の
も
の
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

一

大
阪
コ
ス
モ
ス
ク
エ
ア
駅
周
辺
地
域
及
び
福
岡
都
心
地
域

平
成
二
十

一

横
浜
都
心
・
臨
海
地
域
、
大
阪
コ
ス
モ
ス
ク
エ
ア
駅
周
辺
地
域
及
び
福

三
年
十
一
月
十
日

岡
都
心
地
域

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

横
浜
都
心
・
臨
海
地
域

平
成
三
十
年
六
月
二
十
四
日


